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第４章 史跡下野谷遺跡整備の理念と方針 

１．『史跡下野谷遺跡保存活用計画』に示した考え方 

 

「縄文から未来へ したのやから世界へ」 

 

史跡の保護では、国民共有の財産である史跡の本質的価値を構成する要素を保存し未来に継承

することが重要です。加えて、その多様な価値や魅力を顕在化して広く社会に示し、現代につな

いで文化や人の心を豊かにし、また、史跡を核とした地域活性化や地域連携を推進することも重

要です。これらの活動の中で遺跡保護の意識が高まり、貴重な文化遺産として愛され、守られて

いく史跡へと成長していきます。 

史跡下野谷遺跡においては、縄文時代中期のムラ、その中で育まれた縄文文化や縄文の知恵、

人や社会のつながり、それらを支えた立地やみどりなどの環境を未来に継承することが求められ

ます。 

また、下野谷遺跡は都市部に残された貴重な遺跡であり、遺跡の価値評価や保護活用には地域

住民をはじめとした多くの人々が積極的に参加しており、今後も人やまちとともに成長する遺跡

となることが期待されます。都市部における遺跡の保存や整備には、住宅密集地であるため課題

もある一方で、人口の多さは多様な興味、関心を持つ人々の存在や、遺跡と関われる人の多さに

つながる可能性があります。また、遺跡への国内外からのアクセスの良さ、研究機関や商業施設

等が周辺に多く存在する立地などは、遺跡の活用において大きなメリットとなります。 

史跡下野谷遺跡は、都市部にある遺跡をどのように保存、活用、整備していくかといった課題

や方法などを考える「都市型の遺跡保護＊」のモデルとなりうる史跡です。 

これらのことを踏まえ、保存活用計画では、保存と活用のコンセプトを「縄文から未来へ し

たのやから世界へ」としています。さらに、下野谷遺跡が目指すべき５つの将来像を提示し、そ

の実現のためには「保存」「活用」「整備」が歯車のようにかみ合う必要があることを述べていま

す（第１章に前掲）。 

本章では、整備のテーマを設定した上で、５つの将来像の実現に向けた整備の理念と方針をま

とめ、次章において整備の具体的な方法の詳細を示します。 
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２．整備のテーマと理念・方針 

 

「みんなでつくる、つなげる都市部の縄文空間」 

 

史跡の整備は、史跡の本質的価値の確実な保存と継承とを軸にした上で、遺跡に特有の価値や

状況に合わせて考えていく必要があります。 

下野谷遺跡の場合、前述のように、地域の拠点となる大集落の全域が都市部に残されているこ

とが価値の一つであり、それが多くの人の手で残され、活用されてきたことが更なる価値である

と考えられます。そのため、まずは縄文時代の典型的な集落の復元を目指します。 

拠点集落は、縄文人が長期にわたり、自然に手を加え、集落だけでなく、周囲の環境も生活に

適したものに作り変えていった結果です。このように縄文人が生活のために、手を加えて作り上

げた環境を「縄文里山＊」と呼ぶことがあります。下野谷遺跡の整備では、都市の生活と共存した

形で、縄文の集落生態系＊「縄文空間（縄文里山）」を復元することを目指します。縄文のムラと

自然をつなぐものが「里山」であり、史跡と現代社会をつなぐものが「まち」という考え方で、

これらの整備を行っていきます。自然と共存した持続可能な生態系の復元は、地域住民の憩いの

場ともなります。 

  

下野谷遺跡の集落想像図（「VR 下野谷縄文ミュージアム」より） 
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また、積極的な活動が市民の手によって行われてきていることも価値の一つであり、整備の重

要な要素となります。都市部におけるメリットである、関われる人の多さを活かすためには、整

備に関わる情報を積極的に発信、共有し、常に人々が関わっていることが必要です。縄文時代に

縄文人が集い、多くの人の手で作り上げた縄文空間（縄文里山）を、現代に多くの人の手でもう

一度作り上げるという考えのもと、市民が主役となる整備･活用を推進していきます。 

具体的には、造成などの基盤整備は行政が行いますが、それと並行して市民が整備や活動のア

イディアを出し合い、竪穴住居の一部などの建築復元を行うなど、新たな人のつながりをつくる

とともに、史跡を育て、未来につなげていきます。 

さらに、遺跡へのアクセスの良さを活かし、都市部では味わうことの難しい縄文空間（縄文里

山）を形成することで、人を呼び込み、まちのさらなる賑わいの創出にもつながる整備を行いま

す。 

そこで、整備のテーマを「みんなでつくる、つなげる都市部の縄文空間」とし、下野谷遺跡で

も住居跡が多く見つかっている縄文時代中期の一時点での西集落の縄文空間（縄文里山）を多

くの人の関わりの中で整備していきます。 

整備により史跡を確実に保護し、またともに整備を行うことや整備地を活用した事業を通して、

史跡の本質的価値を未来につなぎ、広く世界へも発信するキーステーションとしていくことを目

指していきます。 

以下に、保存活用計画で示した５つの将来像を確実に実現していくための整備の理念と方針を

提示し、それが第５章のどの計画で主に実行されていくかをまとめます。  

図 20 縄文空間(里山)と整備イメージ図 
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整備のテーマ：みんなでつくる、つなげる都市部の縄文空間 

理念 ２ 

 

縄文文化を感

じ、縄文の知恵

を未来につな

げる場所とな

る整備を行う 

縄
⽂
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跡
︻
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方針④ 体感・体験・体得することのできる整備を行う。 

縄文文化を感じ、縄文の知恵を未来につなげるためには、体

感・体験・体得できる場となることが重要です。そこで、整備地

をそれぞれの場での活用の仕方を念頭にゾーン分けを行います。 
体感する整備には縄文空間の復元のための遺構の復元や植栽

の計画が必要です。また、体験や縄文の知恵を習得し伝授する体

得には、現地での説明板等の設備も必要ですが、現地で行える活

動だけでは不十分であり、史跡近隣での体験・ガイダンスのため

の施設設置の検討も行います。 

⾃
然
の
中
で
育
ま
れ
た
縄
⽂
の
ム
ラ
が
未
来
へ
継
承
さ
れ
る
史
跡
︻
ま
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る
︼ 

理念 １ 

 

文化財を確実

に保存し、下野

谷遺跡の調査

や考古学的知

見に基づき、西

集落全域の復

元を目指す 

方針① 文化財や景観の保存を優先した整備を行う。 

史跡の本質的な価値の継承には、埋蔵文化財や景観の確実な保

存が求められます。そのため、保存を第一義とした、造成・給排

水・修景や植栽等の計画を作成します。 
また、景観の保存に当たっては東京都などに協力を仰ぐ必要も

有り、幅広い連携が必要です。 

方針② 西集落全域の保存を目指し、段階的に整備を行う。

史跡の本質的な価値の継承には集落全域の保存が必要であり、

将来的には西集落全域の整備を行います。 
史跡が都市の住宅地の中にあることなどから、集落範囲と考え

られる全域の公有地化を行うためには長い時間が必要です。また、

集落の範囲の調査による検証も必要となります。そこで整備は短

期（H31～32）･中期（H33～35）・長期（H36～）といった段階的に

行います。実際のハード面の整備においては短期･中期に行う地区

と長期的な視野で行う地区を分ける地区区分計画をつくります。 

方針③ 下野谷遺跡の調査成果や考古学的な知見に基づい

た復元を行う。 

史跡の本質的な価値の保存と継承には下野谷遺跡の調査や考

古学の研究成果に基づいた整備を行う必要があります。継続的な

調査・研究が必要です。 
調査研究にも市民が参加できるシステムをつくり、新しい発見

につなげます。 

方     針 理 念 将来像 

・全体に関する計画 ・段階的な整備（地区区分計画） ・史跡の保存

に関する計画 ・整備事業に必要となる調査等に関する計画 ・地形造

成・給排水に関する計画 ・周辺地域の環境保全に関する計画 

・ゾーニング ・活用に関する計画（市民協働） ・公開・活用のため

の施設に関する計画 ・遺構の表現に関する計画 ・歴史的景観及び植

栽に関する計画 ・史跡内の動線に関する計画 
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理念 ３ 

 

史跡や縄文時

代の価値や魅

力を世界に発

信する、幅広い

ネットワーク

のキーステー

ションとなる

整備を行う 

方針⑤ 新たな研究に資する整備 

「広げる」には、史跡の新たな価値を将来にわたって発見しつ

づけていくことと、その価値を日本の縄文文化の魅力として世界

へ伝え、広げる意味があります。そのためには、常に新しい研究

材料を提供しつづける史跡となる必要があります。 

方針⑥ 情報発信の拠点となる整備 

広く発信していくためには、幅広いネットワークを構築し活用

するシステムが必要であることから、情報発信の拠点としての役

割を担う公開・活用のための施設が必要です。 

ま
ち
と
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理念 ４ 

 

地域住民の安

全・快適・くつ

ろぎの場を維

持し生活を豊

かにするとと

もに、まちの活

力となる整備

を行う 

方針⑦ 地域住民の生活が豊かになる整備を行う。 

史跡は住宅街にあるため地域住民の生活への配慮が重要です。

安全を確保し、安心して憩える場としての役割も担います。 

方針⑧ まちづくりに資する整備 

史跡周辺には学校や商店会、神社など様々な地域資源が豊富に

あります。それらと有機的に結びつく整備を行うことが重要であ

り、その中から史跡を通じた新たなコミュニティが生まれたり、

まちの賑わいにつながったりすることが望まれます。そのために

は適切な管理･運営計画、史跡への誘導を含む地域資源の活用が

必要です。 

方     針 理 念 将来像 

⼈
や
ま
ち
と
と
も
に
成
⻑
し
︑
⼈
々
の 

誇
り
と
な
る
史
跡
︻
と
も
に
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つ
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理念 ５ 

 

市民や社会の

要請に応え、人

や地域ととも

に成長しつづ

ける史跡とな

る整備を行う 

方針⑨ ひとづくりに資する整備 

多くの人の関わりの中で人も史跡も成長する整備を目指しま

す。特に学校教育や史跡の周辺地域との連携を密にとりながら事

業を進めていきます。 

方針⑩ みんなで作り成長しつづける整備 

公開・活用の拠点や幅広いネットワークを活かし、市民との協

働で活用事業を実施していくことにより、常に活気にあふれ、よ

り深みのある活動を行っていくことが期待できます。 

・活用に関する計画（市民協働） ・公開・活用のための施設に関する

計画 ・遺構の表現に関する計画 ・歴史的景観及び植栽に関する計画

・史跡へのアクセスのための計画  ・安全・快適な活用のための設備

に関する計画 ・周辺地域の環境保全に関する計画 ・地域資源との一

体的な整備活用に関する計画 ・管理・運営に関する計画 

・活用に関する計画（市民協働） ・公開・活用のための施設に関する

計画 ・案内・解説用設備等に関する計画 


